
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料	

決
定
通
知
を
送
付
し
ま
す

　
令
和
４
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
額
決
定
通
知
書
を
８
月
中
旬
に
発
送

し
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
に
よ
り
収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
る
な

ど
の
一
定
の
要
件
を
満
た
す
人
は
、
保

険
料
が
減
免
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

照　
会　
市
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
７
１

国
民
年
金
保
険
料
免
除
申
請

本
年
度
分
受
け
付
け
開
始

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
、
未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
免
除
申
請
を

し
ま
し
ょ
う
。
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利

用
し
た
電
子
申
請
も
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

照　
会　
市
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
７
１

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

を
送
付
し
ま
す

　
10
月
１
日
か
ら
、
医
療
機
関
な
ど
の

窓
口
で
支
払
う
医
療
費
の
自
己
負
担
割

合
に
、
２
割
の
負
担
区
分
が
追
加
さ
れ

ま
す
。
そ
の
た
め
、
本
年
度
は
全
被
保

険
者
に
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

の
交
付
を
２
回
行
い
ま
す
。

第
１
回　
７
月
中
旬
発
送

有
効
期
限
が
９
月
30
日
ま
で
の
被
保
険

者
証（
薄
紅
色
）

第
２
回　
９
月
中
旬
発
送

有
効
期
限
が
令
和
５
年
７
月
31
日
ま
で

の
被
保
険
者
証（
オ
レ
ン
ジ
色
）

照　
会　
市
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
７
１

自
分
の
体
と
向
き
合
う
た
め
に

特
定
健
診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う

　
特
定
健
診
は
、
糖
尿
病
や
脂
質
異
常

症
な
ど
生
活
習
慣
病
の
早
期
発
見
に
つ

な
が
る
大
切
な
健
診
で
す
。
特
定
健
診

と
同
様
の
項
目
を
自
費
で
受
診
す
る
と

９
千
円
程
度
か
か
り
ま
す
が
、
特
定
健

診
は
千
円
で
受
診
で
き
ま
す
。
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
40
歳
か
ら
74

歳
の
人
は
、
毎
年
特
定
健
診
を
受
診
し

て
、生
活
習
慣
病
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

照　
会　
市
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
７
１

８
月
１
日
か
ら
新
し
い	

保
険
証
で
受
診
し
ま
し
ょ
う

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
保
険

証
）が
新
し
く
な
り
ま
す
。
新
し
い
保

険
証
は
う
ぐ
い
す
色
で
す
。
７
月
上
旬

か
ら
加
入
者
全
員
分
を
世
帯
主
宛
て
に

郵
送
し
て
い
ま
す
。
70
歳
以
上
の
人
に

は
、
保
険
者
証
と
高
齢
受
給
者
証
が
一

つ
に
な
っ
た「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
兼
高
齢
受
給
者
証
」を
郵
送
し
て
い

ま
す
。
今
ま
で
使
用
し
て
い
た
藤
色
の

保
険
証
な
ど
は
、
８
月
に
な
っ
た
ら
各

世
帯
で
責
任
を
も
っ
て
処
分
す
る
か
照

会
先
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

照　
会　
市
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
７
１

国
民
健
康
保
険
税		

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
を
７

月
15
日
㈮
に
発
送
し
ま
す
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
世
帯
主
の
事
業

収
入
が
前
年
と
比
較
し
て
３
割
以
上
減

少
す
る
な
ど
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す

場
合
は
減
免
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
申

請
手
続
き
が
必
要
で
す
。
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

照　
会　
税
務
課

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
７
４

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
支
援	

募
金
に
つ
い
て

　
市
と
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
人
道
支
援
募
金
を
市
内
13
カ
所

で
実
施
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

設
置
場
所　
市
役
所
総
合
窓
口
・
市
福

祉
課
・
御
前
崎
支
所
・
御
前
崎
ふ
れ

あ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ご
み
・
浜
岡

福
祉
会
館
・
各
地
区
セ
ン
タ
ー

照　
会　
福
祉
課

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
２
１

農
地
の
転
用
に
は		

許
可
が
必
要
で
す

　
農
地
を
転
用
す
る
と
き
は
、
農
地
法

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
許
可
後
に
転
用
目
的
な
ど

を
変
更
す
る
場
合
は
、
事
業
計
画
の
変

更
手
続
き
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
無
断
で
農
地
を
転
用
し
た
と
き
や
転

用
許
可
に
係
る
事
業
計
画
ど
お
り
に
転

用
し
て
い
な
い
場
合
は
、
農
地
法
違
反

と
な
り
、
工
事
の
中
止
や
原
状
回
復
な

ど
の
命
令
が
な
さ
れ
る
ほ
か
、
懲
役
や

罰
金
の
適
用
が
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
農
地
の
転
用
を
検
討
し
て
い
る
人

は
、
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

照　
会　
農
業
委
員
会
事
務
局（
農
林
水
産
課
）

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
２
５

お
知
ら
せ
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